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■ライフサイクル表

夫

妻

長男

長女

27歳

24歳

0歳

誕生

誕生 結婚

4歳

0歳

22歳

18歳

28歳

24歳

28歳 46歳 52歳

31歳

支出曲線
収入曲線

成長期間  誕生～学校～就職・結婚 老後生活期間  悠々自適の生活ご家族への責任期間 お子さまの誕生～ 教育～お子さまの就職・結婚～

1 生活設計
将来の生活設計を考えるときに役立つのがライフ
サイクル表です。収入がどのように変化し、いつどの
ような支出があるかをつかむ将来の設計図です。

●いつ、どれくらいのお金が必要か
●教育費や生活費が一番必要な時期はいつか
●いつごろから老後の準備をはじめるのか
など

ライフサイクル表をつくれば、これらのことが一目
でわかります。将来の生活に対する十分な経済的
準備、つまり、ご家族のライフサイクルに合わせた
生活設計をおすすめします。

2 生活設計と経済的準備
ご家庭の幸せを守るためには、つぎのような5つの経
済的準備が必要と言われています。
●ご主人が死亡された場合に必要な資金
　遺族生活資金…�末のお子さまが独立するまでの生

活資金とその後の奥さまの生活資
金の合計です。

●ご主人が長生きされた場合に必要な資金
　老後生活資金…�定年退職後のご主人・奥さまそれぞ

れの老後生活資金です。
●ご主人の生死に関係なく必要な資金
　 住宅資金
　 教育・結婚資金
　緊急予備資金…�病院への支払い・葬儀費用・借金

の返済・家屋の修理費用などです。
最低に見積ってもこれらの経済的準備が必要と言われ
ています。SOMPOひまわり生命では、あなたのご家庭
に最適なプランをお届けし、生活設計のお手伝いをい
たしております。

生命保険の上手な利用のしかた1
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夫

妻

長男

長女

27歳

24歳

0歳

誕生

誕生 卒業・就職 結婚

4歳

0歳

22歳

18歳

28歳

24歳

28歳 46歳 52歳

31歳 49歳 55歳

支出曲線
収入曲線

成長期間  誕生～学校～就職・結婚 老後生活期間  悠々自適の生活ご家族への責任期間 お子さまの誕生～ 教育～お子さまの就職・結婚～

3 生活設計と生命保険設計
ご家族の人数、年齢、収入などによって生命保
険の利用目的と保険種類は、変わってきます。
あなたご自身のライフサイクル表で将来の設
計をしてみると、そこから必要な保険種類が自
ずと明らかになります。

〔生命保険を上手に利用するための手順〕
１.まず契約目的をはっきりさせる
２.つぎに目的に合った保険種類を選ぶ
３.そして保険金額を決める
４.�いつ、どのような保障が必要か、保険期間を
決める
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2 ご利用目的別生命保険の種類一覧
生命保険にはいろいろな種類があります。ご利用の目的別に整理しますとつぎのとおりで
す。この冊子では、当社の保険種類をこの分類ごとに紹介していますので、保険種類をお
選びになる際に、ぜひご活用ください。

統一分類名称

終身保険

ご契約の目的 販売名称 ページ

一生涯の保障を
希望される方に

無配当・5年ごと利差配当付終身保険 7

無配当無選択型終身保険 8
無配当・
5年ごと利差配当付 低解約返戻金型終身保険 9

無配当特定疾病前払式終身保険 10

定期保険

ご契約の目的 販売名称 ページ

お手頃な保険料で
大きな保障を
希望される方に

無配当 定期保険 11

無配当低解約返戻金型定期保険 12

無配当 無解約返戻金型定期保険 13

無配当 逓増定期保険 14

無配当 無解約返戻金型収入保障保険 15

養老保険

ご契約の目的 販売名称 ページ
保障と資産形成の両方を

希望される方に 無配当・5年ごと利差配当付養老保険 16

ご契約の目的 販売名称 ページ

現役世代の保障と
特別勘定による運用での
資産形成を希望される方に

無配当変額保険(V1)（就労不能・介護保障型） 17

無配当変額保険(V2)（死亡保障型） 18

●�このパンフレットに記載してある保険料は2025年12月時点での保険料率に基づいて計算しております。

変額保険
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疾病・医療保険

ご契約の目的 販売名称 ページ

充実した医療保障を
希望される方に

無配当医療保険（ＭＩ−０１） 19
無配当限定告知型医療保険（Ｍ２）
	 （入院治療給付型）

20

認知症・軽度認知障害の保障を
希望される方に

無配当限定告知認知症一時金特約付
	 払込期間中無解約返戻金
	 限定告知骨折治療保険

21

特定疾病の保障を
希望される方に

無配当特定疾病保障定期保険 22
5年ごと
利差配当付  特定疾病保障終身保険 22

働けなくなったときの保障を
希望される方に

無配当総合生活障害保障保険 23

無配当無解約返戻金型
	 総合生活障害保障保険 23

がんに対して重点保障を
希望される方に

無配当終身がん保険（Ｃ２）
	 （がん治療給付型）

無配当終身がん保険（Ｃ３）
	 （がん診断給付型）

24

こども保険

ご契約の目的 販売名称 ページ
お子さまの教育資金などの
準備をしたい方に 5年ごと利差配当付こども保険 25

傷害保険

ご契約の目的 販売名称 ページ
一生涯の災害保障を
希望される方に 無配当長期傷害保険 26

※�お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を
制限させていただく場合があります。
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一生涯

▲
40歳

▲
60歳保険料払込期間

死亡・高度障害保険金

1,000万円

3 保険種類の説明
終 身 保 険

無配当・5年ごと利差配当付 一生涯にわたる保障を
確保できます。終 身 保 険

ご契約例（無配当の場合）
40歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／60歳払済
保険金額… …… 1,000万円
月払保険料… … 40,950円

（口座振替扱）

●契約年齢範囲　1歳〜75歳（保険料払込期間などにより異なります。）
●無配当終身保険…配当金はありません。
●�5年ごと利差配当付終身保険…�ご契約後5年ごとの配当金は当社所定

の利率で積み立て、ご契約の消滅時（死
亡時など）にお支払いします。

　　　　　　　　　　　　　　《積立配当方式》

●�定期保険特約…
（無配当の場合のみ）
●養老保険特約
　（無配当の場合のみ）
●災害死亡特約
●リビング・ニーズ特約
●健康体料率特約（特約用）
　（定期保険特約を付加した場合のみ）
●年金支払特約
　（無配当の場合のみ）
●指定代理請求特約
●年金移行特約
●介護前払特約

付加できる特約

特徴
●高齢化時代に備える一生涯保障です。
●ライフスタイルに合わせいろいろな特約がつけられます。
●�無配当終身保険には契約者配当金はありませんが、その分保険
料が割安になっています。
●�5年ごと利差配当付終身保険には、5年ごとに契約者配当金が
あります。（契約者配当金について詳しくは「6.契約者配当金に
ついて」をご覧ください。）

●保険金額により、高額割引制度が適用されます。
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ご契約日から2年以内の場合　�①不慮の事故・所定の感染症以外による死亡＝経過月数分の保険料
　相当額（保険金額に対する月払保険料×経過月数）
②不慮の事故・所定の感染症による死亡＝③死亡保険金額

▲
50歳

▲
52歳

死亡保険金額

500万円 一生涯

●①

●②

●③

保険期間＝保険料払込期間

2年以内

無配当 一生涯にわたる保障にどなたでも
お申し込みいただけます。無選択型終身保険

ご契約例
50歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／全期払
保険金額… ……… 500万円
月払保険料… … 20,405円

（口座振替扱）

●リビング・ニーズ特約
●年金支払特約
●指定代理請求特約

付加できる特約

●契約年齢範囲　40歳〜75歳（保険金額・払込方法により異なります。）
●この保険は無配当です。

終 身 保 険

特徴
●�医師による診査も告知もいりません。簡単なお手続きだけでお申し込みいただ
けます。
●�一生涯の死亡保障を確保できます。
●�責任開始期以後に発生した不慮の事故・発病した所定の感染症により死亡され
たときは、経過年数にかかわらず死亡保険金額をお支払いします。
●�不慮の事故・所定の感染症以外により死亡されたときは、ご契約日から2年以内
の場合、経過月数分の保険料相当額を、ご契約日から2年経過後の場合、死亡保
険金額をお支払いします。
●�医師の診査などを受けることにより、この保険よりも保険料が割安の終身保険
にお申し込みいただくことができます。ただし、その場合、診査結果などにより
ご加入できない場合もあります。
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▲
40歳

▲
60歳低解約返戻金期間（保険料払込期間）

一生涯
解約返戻金

解約返戻金を抑えていない
無配当終身保険の解約返戻金

この保険の解約返戻金

「低解約返戻金期間」満了後の
解約返戻金は、無配当終身保険
と同水準になります。

死亡・高度障害
保険金

1,000万円

保険種類の説明
終 身 保 険

無配当・5年ごと利差配当付 一生涯にわたる保障を
合理的に確保できます。低解約返戻金型終身保険

ご契約例（無配当の場合）
40歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／60歳払済
保険金額… …… 1,000万円
月払保険料… … 37,920円

（口座振替扱）

●契約年齢範囲　1歳〜75歳（保険料払込期間などにより異なります。）
●無配当低解約返戻金型終身保険…配当金はありません。
●�5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険…ご契約後5年ごとの配
当金は当社所定の利率で積み立て、ご契約の消滅時（死亡時など）にお
支払いします。《積立配当方式》

●定期保険特約
　（無配当の場合のみ）
●災害死亡特約
●介護一時金特約
●リビング・ニーズ特約
●健康体料率特約（特約用）
　（定期保険特約を付加した場合のみ）
●年金支払特約
　（無配当の場合のみ）
●特定疾病診断保険料免除特約
●指定代理請求特約
●年金移行特約
●介護前払特約

付加できる特約特徴
●高齢化時代に備える一生涯保障です。
●保険料が通常の終身保険と比べ割安です。
●�「低解約返戻金期間（保険料払込期間）」中の解約返戻金は終身保険
の70％となりますが、保険料払込期間満了後に解約された場合の
解約返戻金は、終身保険の解約返戻金と同水準になります。（ただ
し、保険料払込期間満了日までの保険料をすべてお払い込みいただ
くことを要します。解約された場合、以後の保障はなくなります。）
●ライフスタイルに合わせいろいろな特約がつけられます。
●�無配当低解約返戻金型終身保険には契約者配当金はありません
が、その分保険料が割安になっています。
●�5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険には、5年ごとに契
約者配当金があります。（契約者配当金について詳しくは「6.契約
者配当金について」をご覧ください。）

●保険金額により、高額割引制度が適用されます。

保険料払込期間の最終の保険年
度末までの期間を、低解約返戻金
期間としています。その期間は、
解約返戻金を無配当終身保険の
70％に抑えています。
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▲
40歳

▲
60歳保険料払込期間

特定疾病保険金（基準保険金額の30％）

150万円

死亡・高度障害時に
お支払いする保険金額

350万円

基準保険金額

500万円 一生涯

特定疾病保険金をお支払いした場合、その後の保険料はいただきません。

特定疾病により所定の事由に該当した場合、
特定疾病保険金（※）をお支払いします。

無配当 特定疾病により、
所定の事由に該当したら
前払い金＋その後の保険料ゼロ特定疾病前払式終身保険

ご契約例（Ⅱ型）
40歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／60歳払済
基準保険金額… ……500万円
（特定疾病保険金支払割合 30％）
月払保険料… …… 20,585円

（口座振替扱）

●契約年齢範囲　15歳〜70歳
　�（保険料払込期間などにより異なりま
す。）

●この保険は無配当です。

終 身 保 険

特徴
●�悪性新生物（がん）（※1）、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の事由に該当したとき（※2）、保険金の一部を前払いし、
その後の保険料のお払込みは免除されます。
※1 上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から90日以内に診断確定された乳がんを除きます。
※2�それぞれの疾病のお支払条件については、パンフレットまたはご契約のしおり・約款などでご確認ください。
●一生涯にわたり死亡または高度障害保障があります。
●特定疾病保険金支払割合は10〜50％の間で選択できます。（10％単位）
●基準保険金額により、高額割引制度が適用されます。

※特定疾病保険金の支払事由
悪性新生物（がん） 被保険者が責任開始期前を含めて、初めて悪性新生物にかかったと医師によって診断確定されたとき

急性心筋梗塞
被保険者が急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
・初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師
によって診断されたとき
・急性心筋梗塞の治療を直接の目的とした所定の手術を受けたとき

脳卒中
被保険者が脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
・初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継
続したと医師によって診断されたとき
・脳卒中の治療を直接の目的とした所定の手術を受けたとき

●�特定疾病保険金をお支払いする前に死亡または所定の高度障害状態になられた場合には、基準保険金額をお支払いし、ご契約は
消滅します。

●指定代理請求特約

付加できる特約
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保険種類の説明

▲
40歳

▲
60歳

保険期間

90歳まで
自動更新

死亡・高度障害保険金

1,000万円

無配当 お手頃な保険料で
大きな保障がえられます。定 期 保 険

ご契約例
40歳男性
保険期間／20年満了
保険料払込期間／全期払
保険金額… … 1,000万円
月払保険料… … 3,700円

（口座振替扱）

●契約年齢範囲　15歳〜80歳（保険期間などにより異なります。）
●この保険は無配当です。

定 期 保 険

●定期保険特約
●養老保険特約
●災害死亡特約
●リビング・ニーズ特約
●健康体料率特約（主契約用）
●年金支払特約
●指定代理請求特約

付加できる特約特徴
●�保障重視の保険です。お手頃な保険料で大型保障が実現できます。
●�年満了契約の場合、健康状態にかかわらず契約を最長90歳まで自動
的に更新できます。更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率などに
より計算します。
●ライフスタイルに合わせいろいろな特約がつけられます。
●保険金額を途中で見直し、増額することができます。
●保険金額により、高額割引制度が適用されます。

お手頃な保険料で
大きな保障がえられます。

ご契約例

… ……1,000万円
… … 18,600円
（口座振替扱）
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●契約年齢範囲　15歳〜80歳（保険期間などにより異なります。）
●この保険は無配当です。

●定期保険特約
●養老保険特約
●災害死亡特約
●リビング・ニーズ特約
●健康体料率特約（主契約用）
●年金支払特約
●指定代理請求特約

解約返戻金を抑えていない
無配当定期保険の解約返戻金

死亡・高度障害
保険金

1,000万円
この保険の解約返戻金

▲

40歳
▲

60歳

低解約返戻金期間

保険期間＝保険料払込期間
▲

100歳
（60年満了）

「低解約返戻金期間」満了後の解約
返戻金は、低解約返戻金型定期保険
の責任準備金と同水準になります。

解約返戻金

定 期 保 険

無配当 お手頃な保険料で
大きな保障がえられます。低解約返戻金型定期保険

ご契約例
40歳男性
保険期間／60年満了
保険料払込期間／全期払
低解約返戻金期間… 20年
保険金額… ……1,000万円
月払保険料… … 18,600円

（口座振替扱）

●�契約年齢範囲　15歳〜80歳
●この保険は無配当です。

●災害死亡特約
●リビング・ニーズ特約
●健康体料率特約（主契約用）
●年金支払特約
●指定代理請求特約

付加できる特約特徴
●保障重視の保険です。
　�低解約返戻金期間中の解約返戻金を低く抑えることにより、通
常の定期保険に比べ割安な保険料で保障がえられます。
●�低解約返戻金期間中の解約返戻金が無配当定期保険の70％に
抑えられています。低解約返戻金期間満了後の解約返戻金は、
低解約返戻金型定期保険の責任準備金と同水準になります。（た
だし、低解約返戻金期間満了日までのすべての保険料、および低
解約返戻金期間満了日の翌日が属する払込期月の保険料をお払
い込みいただくことを要します。）
●保険金額により、高額割引制度が適用されます。

低解約返戻金期間中の解約
返戻金を無配当定期保険の
70％に抑えています。
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保険種類の説明

▲
40歳

▲
80歳

保険期間＝保険料払込期間

死亡・高度障害保険金

1,000万円

定 期 保 険

無配当 お手頃な保険料で
大きな保障がえられます。無解約返戻金型定期保険

ご契約例
40歳男性
保険期間／80歳満了
保険料払込期間／全期払
保険金額… … 1,000万円
月払保険料… … 6,020円

（口座振替扱）

●契約年齢範囲　15歳〜75歳（保険期間などにより異なります。）
●この保険は無配当です。
●この保険は保険期間を通じて解約返戻金はありません。

●定期保険特約
●養老保険特約
●災害死亡特約
●リビング・ニーズ特約
●健康体料率特約（主契約用）
●年金支払特約
●指定代理請求特約

付加できる特約特徴
●死亡保障に的を絞った合理的な保険です。
●�解約返戻金を無くすことにより、通常の定期保険に比べ割安な
保険料で保障がえられます。
●保険金額により、高額割引制度が適用されます。

▲
50歳

▲
72歳満了
(22年)

後期期間（13年）

保険期間＝保険料払込期間

2億5,000万円

基準保険金額

万円 解約返戻金

死亡・高度障害
保険金

死亡・高度障害
保険金

後期期間は、毎年50％
複利で保険金額が増え
ていきます。（基準保険
金額の5倍限度）

前期期間（9年）

一定期間経過後に保障が
毎年増えていく保険です。

ご契約例

（前期期間9年・後期期間13年）

�前期期間0％（定額）…
後期期間50％（複利）
………… 5,000万円
… … 4,147,800円
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▲
50歳

▲
72歳満了
(22年)

後期期間（13年）

保険期間＝保険料払込期間

2億5,000万円

基準保険金額

5,000万円 解約返戻金

死亡・高度障害
保険金

死亡・高度障害
保険金

後期期間は、毎年50％
複利で保険金額が増え
ていきます。（基準保険
金額の5倍限度）

前期期間（9年）

定 期 保 険

無配当 一定期間経過後に保障が
毎年増えていく保険です。逓増定期保険

ご契約例
50歳男性
保険期間／22年満了
（前期期間9年・後期期間13年）
保険料払込期間／全期払
逓増率…�前期期間0％（定額）�

後期期間50％（複利）
基準保険金額………… 5,000万円
年払保険料… … 4,147,800円

●契約年齢範囲　15歳〜75歳（保険期間などにより異なります。）
●この保険は無配当です。

●リビング・ニーズ特約
●年金支払特約
●指定代理請求特約

付加できる特約特徴
●保険料は一定で保障額が増加します。
●�保険期間が前期期間と後期期間に分かれており、前期期間は保険金額が
基準保険金額と同額で、後期期間は毎年50％複利で保険金額が増えて
いきます。（基準保険金額の5倍限度）
●基準保険金額により、高額割引制度が適用されます。
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保険種類の説明

年金のお支払い事由が生じた場合
その後の保険料はいただきません。

年金受取期間が2年未満の場合には、
2年（24回分）の保証期間があります。

※年金受取総額は、各保険年度の初日における金額を表示して
います。なお、この金額は毎月減少していきます。

3,600

5,400
8

※

※

60歳40歳 121か月目61か月目（60か月目） （120か月目）

保険期間＝保険料払込期間

無配当 お手頃な保険料で
大きな保障がえられます。無解約返戻金型収入保障保険

ご契約例
40歳男性
保険期間／60歳満了
保険料払込期間／全期払
最低保証期間／2年
基準年金月額… … 30万円
月払保険料… ……8,610円
（平準払込方式・口座振替扱）

●契約年齢範囲　20歳〜80歳（保険期間などにより異なります。）
●この保険は無配当です。
●この保険は保険期間を通じて解約返戻金はありません。

●定期保険特約
●災害死亡特約
●七大疾病・就労不能保険料免除特約
●無解約返戻金型就労不能保障特約
●�無解約返戻金型メンタル疾患保障付
七大疾病保障特約
●リビング・ニーズ特約
●健康体料率特約（主契約用）
●�健康体料率特約（特約用）…
（定期保険特約を付加した場合のみ）
●指定代理請求特約

付加できる特約特徴
●�万一のとき、年金を保険期間が終了するまで毎月受け取れます。
そのため毎月の年金月額は変わりませんが、亡くなった月により
お受け取りいただく期間と年金の総額が変わります。したがって
保険期間の経過により、年金受取総額は毎月減少していきます。
●年金のお支払いには2年または5年の保証期間があります。
●�5年ごとに保険料が減少する逓減払込方式と保険料が変わらな
い平準払込方式からお選びいただけます。

●�解約返戻金を無くすことにより、割安な保険料で保障がえられ
ます。
●基準年金月額により、高額割引制度が適用されます。

定 期 保 険

万一の際の保障と将来への備え、
ふたつの安心をお届けします。

ご契約例（無配当の場合）

… ………300万円
… … 13,788円
（口座振替扱）

があります。（契約者配当金について詳しくは「6.契約者配当
金について」をご覧ください。）
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年金のお支払い事由が生じた場合
その後の保険料はいただきません。

年金受取期間が2年未満の場合には、
2年（24回分）の保証期間があります。

※年金受取総額は、各保険年度の初日における金額を表示して
います。なお、この金額は毎月減少していきます。

3,600

5,400
8

※

※

40歳 121か月目61か月目（60か月目） （120か月目）

保険期間＝保険料払込期間

●契約年齢範囲　20歳〜80歳（保険期間などにより異なります。）
●この保険は無配当です。
●この保険は保険期間を通じて解約返戻金はありません。

●定期保険特約
●災害死亡特約
●七大疾病・就労不能保険料免除特約
●無解約返戻金型就労不能保障特約

七大疾病保障特約
●リビング・ニーズ特約
●健康体料率特約（主契約用）
●�健康体料率特約（特約用）�
（定期保険特約を付加した場合のみ）
●指定代理請求特約

満期保険金

▲
40歳

▲
60歳

保険期間＝保険料払込期間

死亡・高度障害保険金

300万円 300万円

養 老 保 険

無配当・5年ごと利差配当付 万一の際の保障と将来への備え、
ふたつの安心をお届けします。養 老 保 険

ご契約例（無配当の場合）
40歳男性
保険期間／20年満了
保険料払込期間／全期払
保険金額… ………300万円
月払保険料… … 13,788円

（口座振替扱）

●契約年齢範囲　6歳〜75歳（保険期間などにより異なります。）
●無配当養老保険…配当金はありません。
●5年ごと利差配当付養老保険…�ご契約後5年ごとの配当金は当社

所定の利率で積み立て、ご契約の消
滅時にお支払いします。《積立配当
方式》

●�定期保険特約�
（無配当の場合のみ）
●養老保険特約
　（無配当の場合のみ）
●災害死亡特約
●リビング・ニーズ特約
●健康体料率特約（特約用）
　（定期保険特約を付加した場合のみ）
●年金支払特約
　（無配当の場合のみ）
●指定代理請求特約

付加できる特約特徴
●将来のための資金が計画的に準備できます。
●ライフスタイルに合わせいろいろな特約がつけられます。
●�無配当養老保険には契約者配当金はありませんが、その分保険
料が割安になっています。
●�5年ごと利差配当付養老保険には、5年ごとに契約者配当金
があります。（契約者配当金について詳しくは「6.契約者配当
金について」をご覧ください。）

●保険金額により、高額割引制度が適用されます。
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保険種類の説明
変 額 保 険

無配当 特別勘定の運用実績に基づいて積立
金額、解約返戻金額等が変動（増減）
するしくみの生命保険です。

変額保険 (V1)
（就労不能・介護保障型）

ご契約例
30歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／35年
基本保険金額… …1,000万円
月払保険料… …18,580円（口座振替扱）

●契約年齢範囲　20歳〜60歳
●この保険は無配当です。
●�記載の図はイメージであり、積立金額推移は例示です。将来の積立
金額などを保証するものではありません。
●�積立金額や解約返戻金の額に最低保証はありません。

●�変額用保険料免除特約
●�リビング・ニーズ特約
●�年金移行特約
●�年金支払特約
●�指定代理請求特約

付加できる特約

特徴
●�第１保険期間、第２保険期間ともに特別勘定で運用されます。
●�保険料払込期間である第1保険期間中は、死亡･高度障害･就労不能･介
護を保障しながら、資産形成が可能です。
●�第２保険期間は終身で設定され､死亡･高度障害を保障します｡ お客さ
まのニーズに合わせて、減額･解約をすることで積立金を資金として活
用することが可能です。（第２保険期間移行後は、就労不能･介護の保障
はなくなります。）
●�９種類の特別勘定から運用対象を選択できます。
●�健康状態･喫煙状況等により「健康ステージを適用する場合の特則」を
付加することができます。特則が付加された場合、第1保険期間中は適
用される健康ステージに応じた「健康積立金」が積立金に毎月加算され
ます(※)。

（※)�ご契約内容によっては、健康積立金がごくわ
ずかな場合があります。年齢や性別によって
は、まったくない場合もあります。

●�基本保険金額により、高額割引制度が適用され
ます。

第１保険期間（保険料払込期間） 第２保険期間

払込保険料累計額

一
生
涯
保
障

▲
30歳
契約日

▲
5年

▲
65歳

移行日（第１保険期間満了日の翌日）

解約控除がかかります

●第２保険期間中に支払事由に該当した場合は積立金額を
お支払いします
●不慮の事故・所定の感染症を原因とする場合は積立金額
の110％をお支払いします
●第２保険期間には基本保険金額の最低保証はありません

●第１保険期間中、基本保険金額は最低保証されます
●第１保険期間中、支払事由に該当したときに積立金額が
基本保険金額を上回る場合は、積立金額をお支払いします

積立金額
（毎日変動）

死亡保険金、
高度障害保険金、
就労不能・介護保険金

死亡給付金、
高度障害給付金

災害死亡給付金、
災害高度障害給付金

積立金額
（運用が好調な場合）

積立金額
（運用が不調な場合）

基本保険金額基本保険金額

1,000万円

ご注意いただきたい点について､４0ページを必ずご確認ください｡！
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変 額 保 険

無配当　 特別勘定の運用実績に基づいて積立
金額、解約返戻金額等が変動（増減） 
するしくみの生命保険です。

変額保険 (V2)
（ 死 亡 保 障 型 ）

ご契約例
30歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／35年
基本保険金額… …1,000万円
月払保険料… …18,270円（口座振替扱）

●�契約年齢範囲　０歳～７０歳（０歳は生後15日以上かつ退院後に
お取扱い可）
●この保険は無配当です。
●�記載の図はイメージであり、積立金額推移は例示です。将来の積立
金額などを保証するものではありません。
●�積立金額や解約返戻金の額に最低保証はありません。

●�変額用保険料免除特約
●�リビング・ニーズ特約
●�年金移行特約
●�年金支払特約
●�指定代理請求特約

付加できる特約

特徴
●�第１保険期間、第２保険期間ともに特別勘定で運用されます。
●�保険料払込期間である第1保険期間中は、死亡･高度障害を保障しなが
ら、資産形成が可能です。
●�第２保険期間は終身で設定され､死亡･高度障害を保障します｡ お客さ
まのニーズに合わせて、減額･解約をすることで積立金を資金として活
用することが可能です。
●�９種類の特別勘定から運用対象を選択できます。
●�被保険者の契約年齢、健康状態･喫煙状況等により「健康ステージを適
用する場合の特則」を付加することができます。特則が付加された場
合、第1保険期間中は適用される健康ステージに応じた「健康積立金」が
積立金に毎月加算されます(※)。

（※)�ご契約内容によっては、健康積立金がごくわ
ずかな場合があります。年齢や性別によって
は、まったくない場合もあります。

●�基本保険金額により、高額割引制度が適用され
ます。

第１保険期間（保険料払込期間） 第２保険期間

払込保険料累計額

一
生
涯
保
障

基本保険金額基本保険金額

●第２保険期間中に支払事由に該当した場合は積立金額を
お支払いします
●不慮の事故・所定の感染症を原因とする場合は積立金額
の110％をお支払いします
●第２保険期間には基本保険金額の最低保証はありません

●第１保険期間中、基本保険金額は最低保証されます
●第１保険期間中、支払事由に該当したときに積立金額が
基本保険金額を上回る場合は、積立金額をお支払いします

積立金額
（毎日変動）

死亡保険金、
高度障害保険金

死亡給付金、
高度障害給付金

災害死亡給付金、
災害高度障害給付金

積立金額
（運用が好調な場合）

積立金額
（運用が不調な場合）

▲
30歳
契約日

▲
5年

▲
65歳

移行日（第１保険期間満了日の翌日）

解約控除がかかります

1,000万円

ご注意いただきたい点について､４0ページを必ずご確認ください｡！
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死亡保険金 死亡されたとき 100万円
▲
40歳

▲
60歳

疾病入院給付金 病気で入院されたとき 1日につき 10‚000円

災害入院給付金 ケガで入院されたとき 1日につき 10‚000円

手術給付金 内容により
１回につき

5･10･20･40万円
（入院給付金日額の
5･10･20･40倍）

※骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術による手術給付金のお支払いの対象となるのは、責任開始日
（復活日）から起算して１年経過後の採取術となり、手術給付金のお支払いは２回を限度とします。

一
生
涯
保
障

病気やケガにより所定の手術・放射線治療、
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞
または末梢血幹細胞の採取術を受けられ
たとき（※）

保険料払込期間

疾病・医療保険

無配当 様々なニーズに合わせて
設計できる保障です。医療保険（ＭＩ−０１）

ご契約例
40歳男性
B型・60日型
保険期間／終身
保険料払込期間／60歳払済
入院給付金日額……10,000円
月払保険料… ……17,970円（口座振替扱）

●�契約年齢範囲  0歳〜80歳（契約タイプ、保険期間などにより
異なります。）

●この保険は無配当です。
●�死亡保険金不担保特則を付加した場合、保険料払込期間中の
解約返戻金はありません。

●医療用健康回復支援給付特約（特定投薬治療給付型）
●医療用入院一時金特約
●医療用女性疾病入院特約
●医療用新三大疾病一時金特約
●医療用新先進医療特約
●医療用通院特約
●医療用新がん診断給付特約
●医療用新がん外来治療給付特約
●医療用がん入院特約
●医療用抗がん剤治療給付特約
●医療用保険料免除特約
●医療用特定疾病診断保険料免除特約
●医療用総合生活障害保障特約
●医療用介護年金特約
●介護一時金特約
●定期保険特約
●指定代理請求特約

付加できる特約特徴
●�病気・ケガによる入院・手術を保障します。
●�１入院の支払限度の型は180日・120日・60日・40日型の中から選
べ、どの型も通算1,000日まで保障します。
また、新三大疾病により入院した場合、通算支払限度を超えて無制
限に疾病入院給付金をお支払いします。
●生存給付金をお支払いするＡ型もあります。
●�死亡保険金のないタイプもあります。
●�手術給付金のないタイプもあります。
●�更新のある定期タイプもあります。
●�付加できる特約のほか、主契約の保障内容を充実させるために付
加できる特則も用意しています。ニーズに応じていろいろな特則・
特約がつけられます。

保険種類の説明
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10万円

疾病入院治療給付金
（病気による入院）
（※1）（※2）

10万円

災害入院治療給付金
（ケガによる入院）
（※1）

一
生
涯
保
障1回の入院につき、入院日数が

1日、30日、60日の各日数に
達したとき

1回の入院につき、入院日数が
1日、30日、60日の各日数に
達したとき

▲
50歳
（※1）日帰り入院（入院基本料の支払の有無などを参考に判断します）を含みます。
（※2）骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を直接の目的とする入院を含みます。骨髄幹細胞または

末梢血幹細胞の採取術を直接の目的とする入院による疾病入院治療給付金のお支払いは2回を限
度とします。

（※3）保険料払込期間が終身払以外の場合には、被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死
亡したときに入院治療給付金額と同額の死亡給付金をお支払いします。

保険期間・保険料払込期間：終身（※3）

ご契約例
50歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／終身払	
入院治療給付金額……10万円
月払保険料…………3,520円（口座振替扱）

●�契約年齢範囲　18歳～ 85歳（保険料払込期間などにより�
異なります。）
●�この保険は無配当です。
●�保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

●限定告知医療用入院給付特約
●�限定告知医療用新三大疾病入院
治療給付特約
●�限定告知医療用外来手術給付特約
●�限定告知医療用新先進医療特約
（支援給付金付）
●限定告知介護年金特約
●限定告知介護一時金特約
●�限定告知医療用新三大疾病� 	
保険料免除特約
●�限定告知医療用特定疾病診断� 	
保険料免除特約
●指定代理請求特約

付加できる特約特徴
●�簡単な告知でお申し込みすることができます。ご契約に際して、医師によ
る診査はありません。
●�入院治療給付金は通算120回まで保障します。また、新三大疾病（がん、
心疾患、脳血管疾患）により入院した場合、通算支払回数限度をこえて疾
病入院治療給付金をお支払いします。
●�付加できる特約のほか、主契約や特約の保障内容を充実させるために付加
できる特則も用意しています。各種特則・特約を付加することにより、ニー
ズに合わせた保障がえられます。
注）‌�この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申し込みいただけ
るよう設計された商品です。このため、保険料は、当社の通常の医療保険
に比べ割増しされています。より詳細な告知をいただくことや医師の診査などを受けることなどにより、この保険
よりも保険料が割安の医療保険にお申し込みいただくことができます。ただし、その場合、告知・診査結果などによ
りご契約いただけないこともあります。

無配当 健康に不安のある方がお申し込みいただける、
病気・ケガによる入院を一時金としてまとまった
お金で保障する保険です。

限定告知型医療保険（Ｍ２）
（ 入 院 治 療 給 付 型 ）

疾病・医療保険
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保険種類の説明
疾病・医療保険

180日
基準一時金額

200万円 認知症一時金

190万円

初めて軽度認知障害と医師により診断確定された
とき、軽度認知障害一時金をお支払い

骨折治療給付金

災害死亡給付金

保険期間の
始期

認知症の保障開始
（181日目から）

10万円
軽度認知障害一時金（基準一時金額の5％）

１回につき 10万円

100万円
▲
50歳

無配当 認知症・軽度認知障害への備えや
骨折やケガ・所定の感染症による
万一の保障を確保できる保険です。

限定告知認知症一時金特約付払込期間中
無解約返戻金限定告知骨折治療保険

ご契約例
50歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／終身払
主契約の基準給付金額… … 10万円
限定告知認知症一時金特約の
基準一時金額… …… 200万円
月払保険料… ………  4,820円

（口座振替扱）

●契約年齢範囲　20歳～80歳
●この契約は無配当です。
●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
●�「認知症および軽度認知障害」の保障は、「特約の保険期間の始期
の属する日から起算して180日経過後」に開始されます。「認知症
および軽度認知障害」の保障開始前に「認知症または軽度認知障
害」と医師に診断確定されていた場合、限定告知認知症一時金特約
は無効となります。

特徴
●�認知症・軽度認知障害への備えを確保できます。
●�骨折による初めての治療やケガ・所定の感染症による万一の保障を確保
できます。
●�簡単な告知でお申し込みすることができます。ご契約に際して、医師に
よる診査はありません。
●�各種特約を付加することにより、より充実した保障をご準備いただけま
す。
注)�この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申し込みいただ
けるよう設計された商品です。

     このため、保険料は、当社の通常の保険に比べ割増しされています。

●限定告知認知症一時金特約
●�限定告知介護一時金特約
●限定告知介護年金特約
●�限定告知医療用特定疾病診断
保険料免除特約
●指定代理請求特約

付加できる特約
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▲
40歳

▲
60歳保険期間

90歳まで
自動更新

特定疾病保険金
（死亡・高度障害保険金）

500万円

▲
40歳

▲
60歳保険料払込期間

一生涯

5年ごと積立配当金

特定疾病保険金
（死亡・高度障害保険金）

500万円

疾病・医療保険

無配当 特定疾病により
所定の事由に該当したときに
保険金をお支払いします。特定疾病保障定期保険

ご契約例
40歳男性
保険期間／20年満了
保険料払込期間／全期払
保険金額… ……… 500万円
月払保険料… …… 4,055円

（口座振替扱）

●年金支払特約
　（定期タイプの場合のみ）
●指定代理請求特約

付加できる特約

特徴
●�悪性新生物（がん）（※1）、急性心筋梗塞、脳卒中に備えた保険（※2）
です。
※1 �上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から90日以内に診
断確定された乳がんを除きます。

※2�それぞれの疾病のお支払条件については、パンフレットまたはご契約の
しおり・約款などでご確認ください。

�●�特定疾病保険金をお支払いした場合ご契約は消滅し以後の死亡・高
度障害保障はなくなります。
●�死亡または所定の高度障害状態になられたとき、死亡保険金または高
度障害保険金をお支払いします。
●�定期タイプには契約者配当金はありませんが、その分保険料が割安に
なっています。また健康状態にかかわらず自動更新できます。更新
後の保険料は更新時の年齢・保険料率などにより計算します。
●�終身タイプは5年ごとに契約者配当金があります。（契約者配当金に
ついて詳しくは「6.契約者配当金について」をご覧ください。）

5年ごと利差配当付

特定疾病保障終身保険
ご契約例
40歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／60歳払済
保険金額… ……… 500万円
月払保険料… … 22,915円

（口座振替扱）

●�契約年齢範囲　15歳〜70歳
　（保険期間などにより異なります。）
●�無配当特定疾病保障定期保険…配当金
はありません。
●�5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保
険…ご契約後5年ごとの配当金は当社
所定の利率で積み立て、ご契約の消滅時
にお支払いします。《積立配当方式》
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保険種類の説明

総合生活障害保険金

1億円
死亡給付金

   （責任準備金額）

▲
責任開始期
（45歳）

▲
悪性新生物の責任開始日

▲
満了

（75歳）

保険期間=保険料払込期間

90日

総合生活障害保険金

▲
責任開始期
（45歳）

▲
悪性新生物の責任開始日

▲
満了

（75歳）

保険期間=保険料払込期間

90日 1億円

疾病・医療保険

無配当 働けなくなった場合のリスクを
しっかりサポートします。総合生活障害保障保険

ご契約例
45歳男性
保険期間／75歳満了
保険料払込期間／全期払
保険金額… ………… 1億円
月払保険料… …236,700円

（口座振替扱）

●年金支払特約
●指定代理請求特約

付加できる特約

特徴
●�七大疾病（悪性新生物（※1）、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝
硬変、糖尿病、高血圧性疾患）よる所定の事由、所定の就労不能状態、
所定の要介護状態、所定の高度障害状態に備えた保険（※2）です。
※1	 �悪性新生物の保障は、責任開始期の属する日から起算して91日目に開始され
ます。上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がんは対象外です。

※2	�お支払条件については、パンフレットまたはご契約のしおり・約款などでご確
認ください。

●�無配当総合生活障害保障保険は死亡されたとき、死亡給付金（責任準
備金額）をお支払いします。
●�総合生活障害保険金と死亡給付金は重複してお支払いしません。
●�総合生活障害保険金または死亡給付金をお支払いした場合、ご契約
は消滅します。

無配当
無 解 約 返 戻 金 型
総合生活障害保障保険

ご契約例
45歳男性
保険期間／75歳満了
保険料払込期間／全期払
保険金額… ………… 1億円
月払保険料… …183,800円

（口座振替扱）

●�契約年齢範囲　15～70歳
●�この保険は無配当です。
●�無配当無解約返戻金型総合生活障害保
障保険は、解約返戻金はありません。
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・�保険料払込期間が終身払以外の場合には、被保険者が保険料払込期間満了後の保険
期間に死亡したときに基準給付月額と同額の死亡給付金をお支払いします。

一
生
涯
保
障

▲
保険期間の始期
（40歳）

▲
責任開始日（がんの保障開始）

（保険期間・保険料払込期間：終身）

・�保険料払込期間が終身払以外の場合には、被保険者が保険料払込期間満了後の保険
期間に死亡したときにがん診断給付金額×10％を死亡給付金としてお支払いします。

一
生
涯
保
障

▲
保険期間の始期
（40歳）

▲
責任開始日（がんの保障開始）

（保険期間・保険料払込期間：終身）

疾病・医療保険

20万円
一乳房に
つき１回

20万円
1か月
につき

所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた�
とき

自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金

がんの治療を目的として
①手術②放射線治療③抗がん剤治療・ホルモン剤
治療（がんゲノムプロファイリング検査を含む）④緩
和療養⑤入院をしたとき

がん治療給付金

所定の乳房再建術を受けたとき
自由診療乳房再建給付金

無配当 収入減と治療をサポートし、
高額療養費制度をふまえた
合理的な保障を提供します。

終身がん保険 ( Ｃ２)
( が ん 治 療 給 付 型 )

●がん診断給付特約（Ｃ２の場合のみ）
●�抗がん剤・ホルモン剤治療給付特約
　（Ｃ３の場合のみ）
●がん入院特約
●がん外来治療給付特約
●新がん先進医療特約
●がん保険料免除特約
●指定代理請求特約

付加できる特約

特徴
●�所定のがんの治療を受けた月ごとに、がん治療給付金をお受け取りいただけま
す。（Ｃ２の場合）
※Ⅱ型の場合、入院によるがん治療給付金の保障はありません。
●�所定の自由診療によるがん治療および所定のがんゲノムプロファイリング検査
を保障します。（Ｃ２の場合）
●�がんと診断確定された場合にがん診断給付金をお支払いします。
　�がん診断給付金の支払後、所定の状態に該当する場合、１年に１回がん診断給付
金をお支払いします。（Ｃ３の場合）

●�がんの保障は、「保険期間の始期の属する日から起算して３か月経過後（責任開
始日）」に開始されます。がんの保障開始前に「がん」と医師により診断確定され
ていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわ
らず、ご契約は無効となり、給付金はお支払いできません。
●�２０歳以上で１年以上タバコを吸っていない方は割安な保険料でお申し込みで
きる非喫煙者保険料率をご用意しています。

無配当
終身がん保険 ( Ｃ３)
( が ん 診 断 給 付 型 )

●�ニーズに応じていろいろな特約がつけられます。
●�契約年齢範囲  ６歳～８０歳
　（保険料払込期間などにより異なります）
●�この保険は無配当です。
●�保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

ご契約例(非喫煙者保険料率)
4０歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／終身払
がん診断給付金… …１００万円
月払保険料… …… ２,１００円

（口座振替扱）

ご契約例（Ⅰ型)(非喫煙者保険料率)
4０歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／終身払
がん治療給付金
基準給付月額… …………  2０万円
月払保険料… ………… ２,３８０円

（口座振替扱）

40万円
1か月
につき

3か月

100万円
１年に１回限度がん診断給付金

がんと医師により診断確定
3か月
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保険種類の説明

小学校入学時
成長祝金

10万円
中学校入学時
成長祝金

20万円
高校入学時
成長祝金

30万円
大学入学時
成長祝金

40万円
20歳時
成長祝金

50万円
満了時
成長祝金

50万円

こども死亡
保険金

契約者が死亡・高度障害のとき

基準保険金額100万円
▲

0歳
▲

6歳
▲

12歳
▲

15歳
▲

18歳
▲

20歳
▲

22歳（満了）

お見舞金

50万円 プラス
保険料
払込免除 プラス 養育年金

毎年 100万円

こども保険

5年ごと利差配当付 お子さまの教育資金などを
準備する保険です。こども保険

ご契約例（A型）
被保険者／お子さま0歳
契約者／お父さま30歳
保険期間／22歳満了
保険料払込期間／全期払
基準保険金額… …100万円
月払保険料… … 10,715円

（口座振替扱）

●契約年齢範囲　�被保険者0歳〜15歳�
契約者18歳〜70歳（保険期間などにより異なります）

●�5年ごと利差配当付こども保険…�ご契約後5年ごとの配当金は当社所定
の利率で積み立て、ご契約の消滅時にお
支払いします。《積立配当方式》

特徴
●�お子さまの所定の年齢ごとおよび満了時に合わせて、成長祝金をお支払いし
ます。
●�ご契約者が万一のときにも、お見舞金や毎年の養育年金でお子さまの成長をサ
ポートします。（お見舞金、養育年金のないB型もあります。）
●出生前加入特則により出産予定日の140日前からご加入できます。
●15歳満了、18歳満了、22歳満了の3タイプがあります。
●�5年ごとに契約者配当金があります。（契約者配当金について詳しくは「6.契
約者配当金について」をご覧ください。）

●指定代理請求特約

付加できる特約
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▲
40歳

保険期間＝保険料払込期間

一生涯

災害死亡保険金

（第1級）災害保険金額 × 100％
（第2級）災害保険金額 × 70％
（第3級）災害保険金額 × 50％

障害給付金

災害入院給付金

傷 害 保 険

無配当 突然のケガ・所定の感染症を
しっかりサポートします。長期傷害保険

ご契約例（長期傷害用災害入院特約付）
40歳男性
保険期間／終身
保険料払込期間／全期払
災害保険金額……………2,000万円
災害入院給付金日額………5,000円
年払保険料………………232,845円

●契約年齢範囲　15歳〜70歳
●この保険は無配当です。

●長期傷害用災害入院特約
●年金支払特約
●指定代理請求特約

付加できる特約特徴
●業務上・業務外にかかわらず一生涯保障します。
●�不慮の事故または所定の感染症により死亡されたとき、災害死亡保険金を
お支払いします。
●�不慮の事故により所定の身体障害の状態に該当されたとき、障害給付金を
お支払いします。
●�不慮の事故により所定の障害状態に該当した場合、保険料のお払込みは免
除されます。
●�不慮の事故または所定の感染症により、継続して2日以上入院された場
合、災害入院給付金をお支払いします。

※�この保険は不慮の事故および所定の感染症に対する保障に特化したものです。したがって、疾病などによる死亡・
入院などは保障されません。
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特約の説明
さらに保障を充実させるためにいろいろな特約をご用意しています。4

§ 死亡・高度障害の際の保障を大きくするための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

死亡・高度障害の保障を
さらに増やしたい方へ

定期保険特約 死亡・所定の高度障害のとき、死亡・高度障害保険金
をお支払いします。

万一の保障だけでなく、 
資金準備もお考えの方へ

養老保険特約 満期のとき満期保険金を、死亡・所定の高度障害のと
き死亡・高度障害保険金をお支払いします。

§ 災害による保障のための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

不慮の事故に備えたい方へ 災害死亡特約
不慮の事故で180日以内に死亡・所定の高度障害のと
き、または所定の感染症で死亡・所定の高度障害のとき、
災害死亡・高度障害保険金をお支払いします。

§ 保険金などのお支払いの幅を広げるための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

余命 6 か月以内と
判断されるとき、
生前給付をご希望の方へ

リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と判断されるとき、死亡保険金の全部
または一部をご請求できます。
（一被保険者につき 3,000 万円が限度となります。
支払額は、指定保険金額に対して少なくなります。）

保険金を年金で
受け取りたい方へ

年金支払特約 保険金などの支払いを一時支払に代えて年金でお支払
いします。

あらかじめ指定した
代理人などにより保険金 
などを請求したい方へ

指定代理請求特約

被保険者が受取人となっている保険金・給付金などの
支払事由が生じた場合で、被保険者が保険金・給付金
などをご請求できない特別な事情があると当社が認め
たときは、指定代理請求人が請求することができます。

保険契約を年金に
移行したい方へ

年金移行特約

保険料払込期間経過後、当社所定の要件を満たした
場合に、将来の保険金のお支払いにかえて、保険契
約の全部または一部を年金支払いに移行すること
ができます。

所定の要介護状態と
なった場合に、
生前給付をご希望の方へ

介護前払特約

つぎのすべてに該当するとき死亡保険金の全部ま
たは一部をご請求できます。
・主契約の保険料払込期間経過後
・被保険者の年齢が満65歳以上
・�公的介護保険制度により要介護4または要介護 5
と認定
（他のご契約と通算して、一被保険者につき
3,000万円が限度となります。）
支払額は、指定保険金額にもとづき、請求日におけ
る当社所定の率により計算した金額です。（支払額
は、指定保険金額よりも少なくなります。）
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§医療保険のための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

医療保険
（ＭＩ−０１）
を充実させる
ために

医療用健康回復支援給付特約 
（特定投薬治療給付型）

高血圧症・脂質異常症・高血糖症のいずれかの投薬治療をおこなっ
たとき、健康回復支援給付金をお支払いします。
＊�高血圧症・脂質異常症・高血糖症で治療中や経過観察中の場合な
どは、この特約を付加できません。

医療用入院一時金特約 病気やケガによる入院をされたとき、入院一時金をお支払いします。

医療用女性疾病入院特約 女性特定疾病により入院されたとき、女性疾病入院給付金をお支払
いします。

医療用新三大疾病一時金特約
初めてがんと診断確定されたとき（2回目以降はがんによる入院）、
または心疾患・脳血管疾患により入院をされたとき、それぞれ一時
金をお支払いします。

医療用新先進医療特約（※１）先進医療による療養をされたとき、先進医療給付金をお支払いします。（支払額を通算して2,000万円限度となります。）

医療用通院特約
病気やケガで入院され、その退院日の翌日からその日を含めて180
日以内に通院されたとき、疾病通院給付金または災害通院給付金を
お支払いします。

医療用新がん診断給付特約
がんと診断確定されたとき、がん診断給付金をお支払いします。
＊�2回目以降のがん診断給付金のお支払いは、前回のがん診断給付
金の支払事由に該当した日から、その日を含めて1年以上経過し
ていることが必要です。

医療用新がん外来治療給付特約（※２） がんによる外来治療期間中に医師の治療処置を伴う外来治療を受けられたとき、がん外来治療給付金をお支払いします。

医療用がん入院特約 がんにより入院されたとき、がん入院給付金をお支払いします。

医療用抗がん剤治療給付特約 所定の抗がん剤治療を受けられたとき、抗がん剤治療給付金（また
は自由診療抗がん剤治療給付金）をお支払いします。

医療用保険料免除特約

つぎのいずれかに該当したとき、以後の保険料のお払込みが不要に
なります。
（１）七大疾病（※３）による所定の事由に該当
（２）�国民年金法にもとづく障害等級１級または２級の状態に該当し

ていると認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき。ただ
し、精神障害の状態に該当している場合を除きます。

（３）所定の就労不能状態に該当

医療用特定疾病診断保険料免除特約 特定疾病（※４）により所定の事由に該当したとき、以後の保険料の
お払込みが不要になります。

医療用総合生活障害保障特約

つぎのいずれかに該当したとき、総合生活障害年金をお支払いします。
（１）七大疾病（※３）による所定の事由に該当
（２）�所定の就労不能状態に該当
（３）・公的介護保険制度により要介護３以上と認定�

・�満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態（※5）に該当し、そ
の状態が180日以上継続したと医師により診断確定

（４）所定の高度障害状態に該当
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目　　　的 特　約　名 内　　　容

医療保険
（ＭＩ−０１）を充実
させるために

医療用介護年金特約

つぎのいずれかに該当したとき、介護年金をお支払いします。
（１）公的介護保険制度により要介護３以上と認定
（２）�満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態（※5）に該

当し、その状態が180日以上継続したと医師により診断確
定

（３）所定の高度障害状態に該当
被保険者が生存している限り、終身にわたって年金をお支払
いします。

介護一時金特約

つぎのいずれかに該当したとき、介護一時金をお支払いしま
す。
（1）公的介護保険制度により要介護1以上と認定
（2）�満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態（※6）に該

当し、その状態が180日以上継続したと医師により診断
確定

（3）所定の高度障害状態に該当
介護一時金のお支払いは1回限りです。
介護一時金が支払われる場合、当社所定の取扱条件の範囲内
で、一時金にかえて年金でのお支払いを選択することができ
ます。

限定告知型
医療保険（M2）

（入院治療給付型）
を充実させる
ために

限定告知医療用入院給付
特約

病気やケガにより入院をされたとき、入院給付金をお支払
いします。

限定告知医療用新三大疾
病入院治療給付特約

新三大疾病（※7）により入院し、かつ1回の入院につき、入
院日数が1日、30日、60日の各日数に達したとき、新三大
疾病入院治療給付金をお支払いします。

限定告知医療用外来手術
給付特約

病気やケガにより入院（日帰り入院含む）を伴わない所定の
手術などを受けたとき、外来手術給付金をお支払いします。

限定告知医療用新先進医
療特約（支援給付金付）

（※1）

先進医療による療養をされたとき、先進医療給付金をお支
払いします。（支払額を通算して2,000万円限度となりま
す。）
また、先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき、1 
回の療養につき、先進医療給付金の支払額の20％相当額の
先進医療支援給付金をお支払いします。（1回の療養につき、
100万円限度です。）

限定告知医療用新三大疾
病保険料免除特約

新三大疾病（※7）により所定の事由に該当したとき、以後の
保険料のお払込みが不要になります。

特約の説明
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目　　　的 特　約　名 内　　　容

限定告知型
医療保険（M2）

（入院治療給付型）
と限定告知認知症
一時金特約付払込
期間中無解約返戻
金限定告知骨折治
療保険を
充実させるために

限定告知介護一時金特約

つぎのいずれかに該当したとき、介護一時金をお支払いし
ます。
（1）公的介護保険制度により要介護１以上と認定
（2）�満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態（※6）に

該当し、その状態が180日以上継続したと医師により
診断確定

（3）所定の高度障害状態に該当
介護一時金のお支払いは１回限りです。
介護一時金が支払われる場合、当社所定の取扱条件の範囲
内で、一時金にかえて年金でのお支払いを選択することが
できます。

限定告知介護年金特約

つぎのいずれかに該当したとき、介護年金をお支払いしま
す。
（1）公的介護保険制度により要介護3以上と認定
（2）�満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態（※5）に

該当し、その状態が180日以上継続したと医師により
診断確定

（3）所定の高度障害状態に該当
被保険者が生存している限り、終身にわたって年金をお支
払いします。

限定告知医療用特定疾病
診断保険料免除特約

特定疾病（※4）により所定の事由に該当したとき、以後の
保険料のお払込みが不要になります。

※1 �被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障（医療用新先進医療特約、限定告知医療用新先進医療特約
（支援給付金付）、新がん先進医療特約など）にご加入されている場合には、付加できません。また、先進医療と
は、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設
基準は変動します。

※2 �医療用新がん診断給付特約と同時付加が必要です。
※3 �対象となる七大疾病は、医療用保険料免除特約・医療用総合生活障害保障特約では範囲が異なります。詳し

くは、ご契約のしおり・約款をご覧ください。
※4 �対象となる特定疾病とは、悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中です。
※5�「所定の要介護状態」は、公的介護保険制度の要介護３以上に相当する当社が定める状態を指します。
※6「所定の要介護状態」は、公的介護保険制度の要介護１以上に相当する当社が定める状態を指します。
※7 対象となる新三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患です。
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§低解約返戻金型終身保険のための特約
目　　　的 特　約　名 内　　　容

所定の介護状態と
なった場合の
保障を充実させる
ために

介護一時金特約

つぎのいずれかに該当したとき、介護一時金をお支払いします。
（1）公的介護保険制度により要介護1以上と認定
（2）�満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態（※）に該当

し、その状態が180日以上継続したと医師により診断確定
（3）所定の高度障害状態に該当
介護一時金のお支払いは1回限りです。
介護一時金が支払われる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、
一時金にかえて年金でのお支払いを選択することができます。

※「所定の要介護状態」は、公的介護保険制度の要介護1以上に相当する当社が定める状態を指します。

§ がん保険のための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

終身がん保険（Ｃ２）
（がん治療給付型）
終身がん保険（Ｃ３）

（がん診断給付型）
を充実させるため
に

がん診断給付特約
（Ｃ２のみ付加可能）

がんと診断確定されたとき、がん診断給付金をお支払いします。
＊�2回目以降のがん診断給付金のお支払いは、前回のがん診断給付
金の支払事由に該当した日から、その日を含めて１年以上経過し
ていることが必要です。

抗がん剤・ホルモン剤
治療給付特約

（Ｃ３のみ付加可能）

所定の抗がん剤またはホルモン剤による治療を受けられた
とき、抗がん剤・ホルモン剤治療給付金をお支払いします。
また、自由診療による所定の抗がん剤・ホルモン剤治療を
受けられたとき、自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付
金をお支払いします。

がん入院特約 がんによる入院をされたとき、がん入院給付金をお支払いします。

がん外来治療給付特約
（※１）

がんによる外来治療期間中に医師の治療処置を伴う外来治療
を受けられたとき、がん外来治療給付金をお支払いします。

新がん先進医療特約
（※２）

がんにより先進医療による療養をされたとき、がん先進医療給
付金をお支払いします。（支払額を通算して2,000万円限度と
なります。）
また、がん先進医療給付金が支払われる場合、がん先進医療
支援給付金をお支払いします。（1回の療養につき15万円です。）

がん保険料免除特約 初めてがんと診断確定されたとき、以後の保険料のお払込
みが不要になります。

※１�Ｃ２に付加する場合、がん診断給付特約と同時付加が必要です。
※２�被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障（医療用新先進医療特約、限定告知医療用新先進医療特約（支

援給付金付）、新がん先進医療特約など）にご加入されている場合には、付加できません。また、先進医療とは、厚
生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準
は変動します。

§ 保険料を割安にするための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

健康状態などにより保
険料を割安にするため
に

健康体料率特約（主契約用）

ご契約時の喫煙状況および健康状態などが当社の定
める基準に適合する場合に、主契約の保険料が通常
の保険料に比べて割安になります。
無解約返戻金型収入保障保険、無解約返戻金型定期
保険または低解約返戻金型定期保険の場合、ご契約
後の所定の期間内に喫煙状況または健康状態などが
改善したとき、保険料率を変更することもできます。

健康体料率特約（特約用）
喫煙状況および健康状態などが当社の定める基準
に適合する場合に、定期保険特約の保険料が通常
の保険料に比べて割安になります。

特約の説明
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§ 長期傷害保険のための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

長期傷害保険を
充実させるために

長期傷害用災害入院特約 不慮の事故または所定の感染症により、継続して2日
以上入院のとき、災害入院給付金をお支払いします。

※長期傷害保険には長期傷害用災害入院特約の付加が必要です。

§ 低解約返戻金型終身保険のための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

低解約返戻金型終身保険
を充実させるために

特定疾病診断保険料免除
特約

特定疾病（※）により所定の事由に該当したとき、
以後の保険料のお払込みが不要になります。

※対象となる特定疾病とは、悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中です。

§ 無解約返戻金型収入保障保険のための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

無解約返戻金型収入保
障保険を充実させるた
めに

七大疾病・就労不能保険
料免除特約（※2）

つぎのいずれかに該当したとき、以後の保険料の
お払込みが免除されます。
（1）�七大疾病（※1）により所定の事由に該当
（2）�国民年金法にもとづく障害等級1級または2

級の状態に該当していると認定され障害基礎
年金の受給権が生じたとき。ただし、精神障害
の状態に該当している場合を除きます。

（3）所定の就労不能状態に該当

無解約返戻金型就労不能
保障特約（※3）

つぎのいずれかに該当したとき、就労不能年金を
お支払いします。
（1）�国民年金法にもとづく障害等級1級または2

級の状態に該当していると認定され障害基礎
年金の受給権が生じたとき。ただし、精神障害
の状態に該当している場合を除きます。

（2）�所定の就労不能状態に該当
＊�年金支払期間中に、主契約の遺族年金または高
度障害年金が支払われる場合には、その後の就
労不能年金はお支払いしません。

無解約返戻金型メンタル
疾患保障付七大疾病保障
特約（※2）（※3）

つぎのいずれかに該当したとき、生活サポート年
金をお支払いします。
（1）�七大疾病（※1）により所定の事由に該当
（2）�所定のメンタル疾患により60日以上継続し

て入院

※1 �対象となる七大疾病とは、悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患です。
※2「乳がん」の保障は、「特約の責任開始日から起算して90日経過後」に開始されます。
※3 七大疾病・就労不能保険料免除特約を付加する場合のみ、付加することができます。
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§ 変額保険のための特約

目　　　的 特　約　名 内　　　容

変額保険（Ｖ１）（就労不
能・介護保障型）と変額保
険（Ｖ２）（死亡保障型）
を充実させるために

変額用保険料免除特約（※1） 三大疾病(※2)により所定の事由に該当したと
き、以後の保険料のお払込みが不要になります。

(※1 ) 特約を付加した場合に増加する保険料部分については、特別勘定での運用はいたしません。
(※2 ) 対象となる三大疾病とは、がん、心疾患、脳血管疾患です。

特約の説明

主 契 約

特　　約 定
期
保
険
特
約

養
老
保
険
特
約

災
害
死
亡
特
約

リ
ビ
ン
グ
・
ニ
ー
ズ
特
約

健
康
体
料
率
特
約（
主
契
約
用
）

健
康
体
料
率
特
約（
特
約
用
）※2

特
定
疾
病
診
断
保
険
料
免
除
特
約

変
額
用
保
険
料
免
除
特
約

七
大
疾
病
・
就
労
不
能
保
険
料
免
除
特
約

無
解
約
返
戻
金
型
就
労
不
能
保
障
特
約

無
解
約
返
戻
金
型
メ
ン
タ
ル
疾
患
保
障
付
七
大
疾
病
保
障
特
約

介
護
一
時
金
特
約

年
金
支
払
特
約

指
定
代
理
請
求
特
約

年
金
移
行
特
約

介
護
前
払
特
約

●
※1

●
※1

● ● ●
※2

●
※1

● ●
※3

●

● ● ●

●
※1

● ● ●
※2

● ● ●
※1

● ●
※3

●

●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ● ●
※2

● ●
※4

●
※4

●

●
※1

●
※1

● ● ●
※2

●
※1

●

● ● ● ● ●
※3

● ● ● ● ●
※3

●
※1

●

● ●

●

 �特約の組み合わせにより、付加できるものと付加できないものがあります。
　医療保険（ＭＩ−０１）、限定告知型医療保険（Ｍ２）（入院治療給付型）、限定告知認知症一時金特約付払込期間

中無解約返戻金限定告知骨折治療保険、終身がん保険（Ｃ２）（がん治療給付型）、終身がん保険（Ｃ３）（がん診
断給付型）、長期傷害保険に付加できる特約につきましては、それぞれの保険種類の説明をご覧ください。
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主 契 約

特　　約

各特約と保険種類の組み合わせ一覧5
定
期
保
険
特
約

養
老
保
険
特
約

災
害
死
亡
特
約

リ
ビ
ン
グ
・
ニ
ー
ズ
特
約

健
康
体
料
率
特
約（
主
契
約
用
）

健
康
体
料
率
特
約（
特
約
用
）※2

特
定
疾
病
診
断
保
険
料
免
除
特
約

変
額
用
保
険
料
免
除
特
約

七
大
疾
病
・
就
労
不
能
保
険
料
免
除
特
約

無
解
約
返
戻
金
型
就
労
不
能
保
障
特
約

無
解
約
返
戻
金
型
メ
ン
タ
ル
疾
患
保
障
付
七
大
疾
病
保
障
特
約

介
護
一
時
金
特
約

年
金
支
払
特
約

指
定
代
理
請
求
特
約

年
金
移
行
特
約

介
護
前
払
特
約

終身保険 ●
※1

●
※1

● ● ●
※2

●
※1

● ●
※3

●

無選択型終身保険 ● ● ●

低解約返戻金型終身保険 ●
※1

● ● ●
※2

● ● ●
※1

● ●
※3

●

特定疾病前払式終身保険 ●

定期保険 ● ● ● ● ● ● ●

低解約返戻金型定期保険 ● ● ● ● ●

無解約返戻金型定期保険 ● ● ● ● ● ● ●

逓増定期保険 ● ● ●

無解約返戻金型収入保障
保険 ● ● ● ● ●

※2
● ●

※4
●
※4

●

養老保険 ●
※1

●
※1

● ● ●
※2

●
※1

●

無配当 変額保険(Ｖ１)
（就労不能・介護保障型） ● ● ● ● ●

※3

無配当 変額保険（Ｖ２）
（死亡保障型） ● ● ● ● ●

※3

特定疾病保障保険 ●
※1

●

総合生活障害保障保険
無解約返戻金型総合生活障害保障保険 ● ●

5年ごと利差配当付 
こども保険 ●

■ �特約の組み合わせにより、付加できるものと付加できないものがあります。
■　医療保険（ＭＩ−０１）、限定告知型医療保険（Ｍ２）（入院治療給付型）、限定告知認知症一時金特約付払込期間

中無解約返戻金限定告知骨折治療保険、終身がん保険（Ｃ２）（がん治療給付型）、終身がん保険（Ｃ３）（がん診
断給付型）、長期傷害保険に付加できる特約につきましては、それぞれの保険種類の説明をご覧ください。

※1無配当にのみ付加できます。
※2定期保険特約を付加した場合のみ、付加できます。
※3主契約の締結時に付加することはできません。
※4七大疾病・就労不能保険料免除特約を付加する場合のみ、付加することができます。
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つぎの保険種類については、契約者配当金をお支
払いします。
・5年ごと利差配当付終身保険
・5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
・5年ごと利差配当付養老保険
・5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
・5年ごと利差配当付こども保険

●契約者配当金のお支払い
○�契約者配当金は責任準備金などの運用益が当社
の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後6年
目から5年ごとにお支払いします。
○�当社は毎年当該事業年度にかかる責任準備金な
どの運用益が当社の予定した運用益を超えた場
合、契約者配当準備金を積み立てます。
○�この場合、責任準備金などの運用益が当社の予定
した運用益を下回ったときは、契約者配当準備金
を取り崩します。
○�つぎのような場合には、5年ごとの契約者配当
金のお支払い前でも、責任準備金などの運用成果
に応じて配当金をお支払いします。
・�契約日から1年経過後に保険金などの支払事由に
該当したことによりご契約が消滅した場合
・�契約日から2年経過後に解約・減額などをされた
場合

＊�契約者配当金は、今後のお支払いをお約束す
るものではなく、また、運用実績などによって
変動（増減）し、お支払いできないこともあり
ます。
＊�解約・減額などをされる場合にお支払いする
契約者配当金は、保険金などの支払事由に該
当したことによりご契約が消滅する場合よ
りも少なくなります。

●�当社の終身保険、低解約返戻金型終身保険、養老
保険には、無配当と5年ごと利差配当付の2種類
があります。

無配当 5年ごと利差配当付

○�契約者配当金はあり
ません。

○�5年ごと利差配当付
に比べ、同じ保障内
容の場合、保険料は
割安となります。

○�責任準備金などの運用
益が当社の予定した運用
益を超えた場合に契約
後5年ごとに契約者配当
金をお支払いします。
○��無配当に比べ、同じ保障
内容の場合、保険料は割
高となります。

＊�契約者配当金は、今後の
お支払いをお約束するも
のではなく、また運用実
績などによって変動（増
減）し、お支払いできない
こともあります。

契約者配当金について6
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現在のご契約

定期保険特約

現在のご契約

追加契約

〈しくみと特徴〉

（既契約）

▲
ご契約

▲
中途増額

▲
期間満了

死亡保険金

（増額分）

死亡保険金

保障の見直しをご検討の方へ8

中途増額制度
●�お手持ちのご契約に新たに上乗せして保障を大きくできます。
●�ライフサイクルに合わせた保障必要額を増額できます。
●既契約の保険期間に合わせて増額できます。

〈お取扱い〉
●中途増額できるご契約
　�無配当定期保険、医療保険（ＭＩ−０１）、無配当特定疾病保障定期保険
●�契約日または直前の増額日、復活日から2年以上経過していることが
必要です。
●�増額後の保険料はご契約時（更新時）の年齢により計算し、責任準備
金差額、保険料差額は一括してお払い込みいただきます。
●�中途増額にあたっては告知または診査が必要です。
●�お取扱いについて、詳しくは担当者にご確認ください。

特約の中途付加
●�お手持ちのご契約に新たに特約を付加して保障を大きくできます。
●�現在の保険期間や保障内容はかえずに、死亡保障や入院保障を増
やすことができます。

〈お取扱い〉
●�中途付加時の年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を
計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払い込みいただきます。
●��中途付加にあたっては告知または診査が必要です。
●��保障の見直しの際には被保険者の同意が必要です。
●�中途付加できる特約につきましては、担当者にお問い合わせくだ
さい。

追加契約
●�お手持ちのご契約に追加して、新たに別の新しい保険にご契約い
ただくことができます。
●�現在の保障内容はそのまま継続し、その契約とは異なる内容で保
障を充実させることができます。
●ご契約は2件になります。

〈お取扱い〉
●�新しい保険のご契約時の年齢、保険料率により新しい保険の保険
料を計算し、現在のご契約の保険料と合わせてお払い込みいただ
きます。
●�追加契約にあたっては告知または診査が必要です。
●��保障の見直しの際には被保険者の同意が必要です。

ご利用いただける制度7
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クーリング・オフ（お申込みの撤回）について
クーリング・オフができる期間の起算日（※1）からそ
の日を含めて15日（日曜・祭日を含む）を経過するまで
は、書面または電磁的記録（※2）によりご契約のお申
込みを撤回またはご契約の解除（以下「お申込みの撤
回など」といいます。）をすることができます。生命保
険契約は長期にわたる契約なので、ご契約に際しては
充分ご検討くださるようお願いします。お申込みの撤
回は、必ず前記の期間内（15日以内消印有効）に、必要
事項を記載した書面に自署し当社の支社もしくは本社
あてに郵便で発信、または、電磁的記録によりお申し出
ください。この場合には、お払い込みいただいた金額
をお返しいたします。なお、つぎの場合にはこのお取
扱いをいたしません。
⑴�当社が指定した医師の診査を受診された場合
⑵�債務履行の担保のための保険契約の場合�
（質権設定契約である場合）

⑶�ご契約者が事業のために事業契約としてお申込み
をされた場合
※１�クーリング・オフができる期間の起算日は下表のと
おりです。

責任
開始期に
関する
特約

払込経路
クーリング・オフが

できる期間の
起算日

付加して
いる

・口座振替扱
・�団体扱、特別団
体扱、集団扱

（第1回保険料を
団体または集団を
経由してお払込み
いただく場合）

申込日

団体扱、特別団体
扱、集団扱
（第1回保険料（相
当額）をお客さま
が当社に直接お
払込みいただく必
要がある場合）

申込日または第1回
保険料（相当額）の
領収日（着金日）のい
ずれか遅い日

責任
開始期に
関する
特約

払込経路
クーリング・オフが

できる期間の
起算日

付加して
いない

クレジット
カード払

申込日またはカード
の有効性などが確
認できた日のいずれ
か遅い日

・口座振替扱
・�団体扱、特別団
体扱、集団扱
・送金扱

申込日または第1回
保険料（相当額）の
領収日（着金日）のい
ずれか遅い日

※２�電磁的記録による申出とは、ウェブサイトでの手続
き等をいいます。当社では、電磁的記録による申
出の窓口をつぎの公式ウェブサイト上に設けてい
ます。
■URL  �https://www.himawari-life.co.jp/�

contact/

告知義務と告知義務違反について
契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるとき
に現在の健康状態などの重要なことがらについて保
険会社に告知していただきます。これを「告知義務」
といいます。診査を行うご契約の場合には、当社の指
定した医師がいろいろなことがらについておたずね
しますので、その医師にありのままをお話しください。
診査を行わないご契約の場合には、告知書などに契約
者または被保険者自身でありのままを告知してくださ
い。当社の募集代理店・営業社員に口頭でお話しされ
ただけでは告知をいただいたことになりません。重要
なことがらについて告知がなかったり、故意に事実を
まげて告知された場合などは、告知義務に違反したこ
とになり、会社はご契約の効力を消滅させることがで
きます。

ご契約の際は「ご契約に際しての重要事項（契約
概要）」「ご契約に際しての重要事項（注意喚起情
報）」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください
ご契約にあたって特に重要な事項については「ご契約

ご契約に際しては必ずご覧ください
このご案内は概要を説明しています。ご検討にあたっては必ずパンフレット・設計書などを
ご覧ください。またご契約の際には「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項（契
約概要）」「ご契約に際しての重要事項（注意喚起情報）」を必ずご覧ください。9
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に際しての重要事項」をご覧ください。その他、ご契約
の内容に関する事項は「ご契約のしおり・約款」をご覧
ください。
記載事項の例
○お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）について
○健康状態などの告知について
○保障の開始時期（責任開始期）について
○保険金・給付金などをお支払いできない場合
○保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について
○解約と解約返戻金について
○現在のご契約の解約などを前提とするお申込み
について

●�変額保険（Ｖ１）（就労不能・介護保障型）、変額保険
（Ｖ２）（死亡保障型）に関しては「ご契約のしおり・
約款」「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起
情報)」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。
●�お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などに
よっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障
内容を制限させていただく場合があります。

現在ご契約の保険契約を解約、減額されるこ
とを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検
討されている方へ
現在のご契約については、解約をしなくても、特約の
中途付加や追加契約などの方法によって、保障内容
を見直すことができる場合があります。
●�解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合
払込保険料の合計額（減額の場合は減額に対応す
る払込保険料）より少ない金額となります。
●�一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求
権などを失う場合があります。
●�新たにお申込みの保険契約は、被保険者の健康状
態などによってはご契約をお断りする場合があり
ます。
●�新たにお申込みの保険契約の保険料は、現在の被
保険者の年齢で計算されます。
●�保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率な
どが、現在の保険契約と新たな保険契約で異なる
ことがあります。たとえば予定利率が引き下げられ
ることによって、主契約などの保険料が引き上げら
れる場合があります。
●�新たにお申込みの保険契約は、告知義務違反の場合・

責任開始日から3年以内の自殺の場合・責任開始
期前の発病の場合などには、保険金・年金・給付
金などをお支払いできない場合があります。

●�新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障
内容と異なる場合があります。

保険金などをお支払いできない場合について
つぎのような場合などには、死亡保険金・給付金な
どのお支払いはできません。
●�責任開始日（復活日）から3年以内に被保険者が
自殺したとき
●�契約者・被保険者・受取人の故意や契約者・被保
険者の重大な過失が判明したとき
●�被保険者の犯罪行為、精神障害・泥酔による事故、
無免許・酒気帯び運転による事故、薬物依存が判
明したとき

解約について
生命保険ではお払い込みいただいた保険料が預貯金
のように、そのまま積み立てられるのではなく、その
一部は年々の死亡保険金などのお支払いに、また他
の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあ
てられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額
が解約の際に払戻されます。特に契約後しばらくの間
は、保険料の大部分が死亡保険金のお支払いや、販
売、診査、証券作成などの経費にあてられますので、
解約されたときの返戻金は多くの場合、まったくない
か、あってもごくわずかです。

保険料のお払込みについて
保険料のお払込みが困難になられたときでも、ご契
約を続ける方法があります。
●一時的に保険料の都合がつかないとき
　……………………………………… 自動振替貸付
●途中から保険料を支払わずに契約を有効に続けた
いとき
　………………………………… 払済保険への変更
　………………………………… 延長保険への変更
●保険料の負担を軽くしたいとき
　…………………………………… 保険金額の減額
※保険種類により、取り扱えない場合もあります。
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生命保険募集人について
当社の生命保険募集人（社員・募集代理店）は、お
客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保
険契約締結の代理権はありません。保険契約は、お
客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承
諾したときに有効に成立します。
また変額保険の取扱いは生命保険募集人のうち、別
途定められた規定に基づき変額保険販売資格を登録
した募集人のみが取扱うことができます。
なお、当社の生命保険募集人の身分・権限などに関
して確認をご要望の場合には、「巻末」に記載の当社
お問い合わせ窓口までお問い合わせください。⇒巻末

金融機関を募集代理店として本商品にご加入
されるお客さまはつぎの点にご留意ください
●�本商品は生命保険であり預金などではありません。
したがって、元本保証はありません。また、預金保
険法第53条に規定する保険金の支払対象ではあ
りません。
●�本商品の契約お申込みの有無が、取扱金融機関と
のその他の取引に影響を与えることはありません。
●�本商品の取扱金融機関が法令などに違反してお
客さまに損害を与えた場合、募集代理店としての
販売責任を負うことになります。なお、本商品の
引受責任は引受保険会社にあります。
●�引受保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険
契約者保護機構により保険契約者保護の措置が
図られることがありますが、この場合にもご契約
時の保険金額、年金額、給付金額などが削減さ
れることがあります。詳細については「ご契約の
しおり・約款」をご覧ください。
●�金融機関が本商品を募集する場合においては、法
令によりお客さまの範囲ならびにご契約の条件に
制限があります。つきましては、あらかじめ保険契
約者・被保険者となる方の勤務先などをご申告い
ただき、ご申告いただいた情報について、金融機
関の保険募集制限の対象などに該当するかどうか
の確認作業に利用させていただくほか、保険募集
業務に利用させていただくことがあります。なお、
保険ご加入後、保障内容についての変更をご希望
される場合にも、法令などの制限を受けることが
あります。

●�金融機関が本商品を募集する場合においては、他
の代理店が募集する場合と付加可能な特約・保険
金額などが異なる場合があります。

ご契約に際しては必ずご覧ください
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特別勘定について
●�この保険は、資産運用の結果が、積立金額、解約返戻
金の額等の変動（増減）につながるため、他の保険種
類の資産とは区分して資産の管理・運用を行う必要
があります。そのため、当社は特別勘定を設けると
ともに、特別勘定の資産（以下、「特別勘定資産」と
いいます。）を他の資産とは独立した体制と方針に
基づき運用いたします。
●�この保険には運用対象・運用方針の異なる複数の特
別勘定があり、ご契約者が繰入先および繰入割合を
決められるようになっています。この複数の特別勘
定資産は、それぞれ独立して管理・運用されていま
す。
●�特別勘定の資産運用は一定の収益性を期待できま
すが、一方で株式や債券等の価格の下落・為替の変
動などによる投資リスクも負うことになります。こ
の保険では資産運用の結果とリスクがともにご契
約者に帰属します。
●�この保険の特別勘定で管理されている資産からの
利益および損失は、「変額保険（Ｖ１）（就労不能・介
護保障型）」および「変額保険（Ｖ２）（死亡保障型）」
のご契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約
に割り当てられることはありません。
●�ご契約者は特別勘定資産の運用方法について一切
の指図はできません。

投資リスクについて
●�特別勘定資産は主として投資信託を通じて国内外
の株式・債券等に投資されますので、この保険には
資産配分リスク・価格変動リスク・金利変動リスク・
為替変動リスク・信用リスク・カントリーリスク・流動
性リスク・デリバティブ取引のリスク等の投資リス
クがあります。そのため、株式や債券等の価格の下
落・為替の変動等により、積立金額、解約返戻金の額
等のお受け取りになる金額が払込保険料の合計額
を下回ることがあり、ご契約者に損失が生じるおそ
れがあります（積立金額や解約返戻金の額に最低保
証はありません。）。
●�これらの投資リスクはすべてご契約者に帰属しま
す。特別勘定資産の運用成果がご契約者の期待ど
おりではなかった場合でも、当社または生命保険募
集人などの第三者がご契約者に何らかの補償・補て

んをすることはありません。

ご負担いただく費用について
この商品は､一般的な生命保険商品と異なりお客さま
にご負担いただく費用があります｡
この保険にかかる費用の合計額は、保険関係費用およ
び運用関係費用の合計額です。
また、解約控除や年金管理費をあわせてご負担いただ
く場合もあります。
詳細は、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起
情報）」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

解約返戻金に関する事項
●�この保険の解約返戻金の額は、運用実績により毎日
変動（増減）し、運用実績によっては、払込保険料累
計額を下回る場合があります。� �
特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻
金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●�当社が解約に必要な書類を受け付けた日（解約日）
の積立金額を解約返戻金としてお支払いします。
ただし、解約日における保険料の払込年月数および
保険契約の経過年月数が５年未満の場合は、積立金
額から解約控除額（※）を差し引いた金額をお支払
いします。� �
（※）�解約控除額は、基本保険金額、保険料払込期間、

保険料の払込年月数および保険契約の経過年
月数などにより異なります。

●�解約返戻金の最低保証はありません。

変額保険（Ｖ１）（就労不能・介護保障型）、
変額保険（Ｖ２）（死亡保障型）について
このご案内は概要を説明しています。ご検討にあたっては必ずパンフレット・設計書な
どをご覧ください。またご契約の際には「ご契約のしおり・約款」「契約締結前交付書面

（契約概要・注意喚起情報）」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。10
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生命保険についてのお問い合わせお問い合わせ・ご相談などについて
①�生命保険のお手続きやご契約に関するお問い合わせ、ご意見・ご要望は各窓口までご連絡ください。
○�契約者ご本人さま（保険金・給付金などのご請求は受取人さま）からお願いします。
○�保険証券番号、契約者氏名、生年月日、住所、電話番号をお知らせください。
○お手続きには保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してください。
○�各お問い合わせ窓口の営業日・受付時間につきましては、当社公式ウェブサイトをご覧ください。

ご用件 お問い合わせ窓口
■お手続き、お問い合わせ全般（保険金・給付金請求は除く）

お手続き例

① 転居、町名変更、通信先変更
② 名義変更、受取人変更、改姓
③ 保険証券紛失
④ 保険料振替口座の変更

⑤ ご契約内容の変更、解約
⑥ ご契約内容のお問い合わせ
⑦ その他お手続き

カスタマーセンター

	 0120-563-506
平日9：00～18：00　土曜9：00～17：00

（日・祝日・年末年始を除く）

■保険金・給付金請求のお手続きに関するお問い合わせ
・保険金・給付金などのご請求受付、お問い合わせ カスタマーセンター

（保険金・給付金請求ダイヤル）

 	 0120-528-170
平日9：00～18：00　土曜9：00～17：00

（日・祝日・年末年始を除く）

・先進医療給付金のご請求手続きに関してのお問い合わせ
先進医療関係の保障に加入され、先進医療の受療を検討されている
方または先進医療をすでに受療された方がご利用いただけます。
※�医療相談や医療情報のご提供、医療機関のあっせんなどは行いません。

先進医療請求デスク

	 0120-665-780
平日9：00～18：00　

（土・日・祝日・年末年始を除く）

■ご意見・ご要望のあるお客さま お客さまご相談窓口

	 0120-273-211
平日9：00～18：00

（土・日・祝日・年末年始を除く）

②�当社のお手続きに関する事項や貸付利率などの諸利率、各種情報につきましては、当社公式ウェブサイトを
ご覧ください。

https://www.himawari-life.co.jp/

Ｗｅｂサービスでの各種お手続きについて
MYひまわり（Webサービス）では、24 時間365 日いつでも以下の各種お手続きができます。
○�契約内容の確認・給付金の請求・保険料振替口座の変更・クレジットカード変更・保険料控除証明書の再
発行、名義変更 等（一部、お取扱いできない場合があります）

【新規登録の方はこちら】
https://mylinkx.himawari-life.co.jp/mylinkx/registration/0010

【登録済みの方はこちら】
https://mylinkx.himawari-life.co.jp/mylinkx/
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（特約のご案内）
保険種類のご案内

2025年12月改定

お問い合わせ先

＜公式ウェブサイト＞https://www.himawari-life.co.jp/

SOMPOグループの一員です。

●この保険種類のご案内は２０２５年12月現在で作成してあります。
●�ご検討にあたって、詳しくはそれぞれの保険種類、特約のパンフレットをご覧ください。
●�生命保険文化センターでは、生命保険の正しい利用のしかたなどをやさしく説明したパンフレッ
トを作成しております。ご希望の方は以下へお申し出くだされば実費にてご送付いたします。

（公財）生命保険文化センター
〒１００－０００５東京都千代田区丸の内３－４－１ 新国際ビル3階　TEL ０３（５２２０）８５１０（代表）

〈インターネットホームページ〉 https://www.jili.or.jp
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